
大和市告示第５５号 

 大和市母子寡婦福祉会補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成３１年３月２８日 

大和市長 大 木  哲   

 

   大和市母子寡婦福祉会補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大和市母子寡婦福祉会（以下「母子寡婦福祉会」という。）に対し、当該年度

の予算の範囲内で補助金を交付することについて、大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規

則第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助事業） 

第２条 補助事業は、母子家庭等の相互扶助を図り、生活の向上及び母子福祉の健全なる発展のた

めに母子寡婦福祉会が行う事業とする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助の対象となる経費は、補助事業の運営に要する経費とする。 

２ 補助金の額は、７４，０００円の範囲内で市長が必要と認めた額とする。 

（補助金の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする母子寡婦福祉会は、規則第４条に規定する書類その他市長

が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助金交付の適否を決定し、規

則第６条に規定する書類により母子寡婦福祉会に通知するものとする。 

（事業実績の報告） 

第６条 母子寡婦福祉会は、補助事業が完了したときは、規則第１０条に規定する書類その他市長

が必要と認める書類を速やかに市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


